
①地域住民や地域団体等と積極的にコミュニケーションを図り、円滑に業務を遂行できる方
②満１８歳以上で、心身ともに健康な者で、性別は問いません
③現在、過疎地域以外に居住し、採用決定後に夕張市に住民票を異動することができる方
④地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠格事項に該当しない方
⑤普通自動車運転免許（AT限定可）を取得している方
⑥ワード、エクセル等のパソコン操作ができる方
⑦狩猟免許の有無は問いません。お持ちでない方は、採用後に免許取得補助もあります。
⑧副業は、業務に差支えない場合は可能です。

　 夕張市では、「地域おこし協力隊」を公募し、選考を次のとおり実施します。

１．募集人員

有害鳥獣捕獲部門    （１名）

令和８年度夕張市地域おこし協力隊（有害鳥獣捕獲部門）募集要項

３．活動内容

《マチが求める人材》

①夕張市の有害鳥獣捕獲に関心のある人材
②市民や事業者と柔軟に会話ができ、マチの要望に対して積極的に動くことができる方
③マチの良さを見つけ、市内外に積極的に発信する意欲やスキルのある方
④職場の規則やルール、または地域の秩序を守ることができる方

※上記の業務を基本としますが、隊員それぞれの知識や経験を生かして、隊員自身から
の提案に基づく地域活性化や地域力向上につながる活動で、任期終了後も引き続き夕
張市に定住するために必要な起業や就業に向けた活動については、優先業務として認め
ます。

４．応募資格

５．受付期間

令和8年4月10日（金）から定員の１名に達するまで　　　　　　　　
ただし、土、日、祝日を除く午前８時４５分から午後５時３０分まで

《主な活動内容》

①市内で有害鳥獣捕獲業務等に関すること
②猟友会等と連携した市内有害鳥獣捕獲体制の構築に関すること
③市民及び関係団体、市内外地域おこし協力隊と連携した事業の実施に関すること
④市内有害鳥獣捕獲のための各種イベントの補助・企画・提案に関すること
⑤その他、必要とする有害鳥獣捕獲活動や地域協力活動に関すること

２．勤務地

夕張市内全域
地域振興課農林係を拠点とし、市内各所(主に生産者)の有害鳥獣捕獲に対応していた
だきます。



第２次選考終了後、文書で通知します。

８．合否の通知

第１次選考　提出書類選考のうえ、結果を文書で通知します。
第２次選考　第１次選考合格者について面接を行います。（面接会場（夕張市）までの交通
費は自己負担）

７．選考方法

９．勤務条件等

勤務場所 夕張市内全域

報酬 月額２６５，０００円（その他手当支給あり）

身分 地域おこし協力隊

待遇
社会保険、雇用保険、厚生年金に加入します。
引越し等の赴任費用は、個人負担です。
有給休暇は、労働基準法第３９条の定めるところによります。

勤務日

月曜日から金曜日の週５日、午前8時45分から午後5時30分まで（実労働時
間7時間4５分）を原則とします。
※勤務時間は、休憩を除く7時間45分を超えない範囲で時間帯が変更になる

場合があります。

任用期間
令和９年３月３１日までとする。
（着任日は採用決定後応相談、最長３年まで延長可能）

住居
住居及び家賃は、夕張市が準備、負担します。

なお、生活備品等は自分で準備してください。

活動費
予算の範囲内で夕張市が負担します。（業務に係る旅費、車両借り上げ費、
作業着等）
※パソコンは、夕張市が貸与します。

10．応募先及び問合せ先

夕張市地域振興課農林係
〒068-0492

夕張市本町４丁目2番地
電話0123-52-3124　ＦＡＸ0123-52-5302

メール：ybrnou@city.yubari.lg.jp　

①応募用紙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②　「地域おこし協力隊としての目標」についてレポートを作成し、提出してください。
Wordファイル800字程度　　　　　　　　　　　
※下記宛まで持参又は郵送（郵送の場合は、締切日消印有効）

６．提出書類

※提出された書類は返却しません。


